
あ
り
方
に
つ

い
て
、
こ
れ

ま
で
に　

回
１１

の
審
議
を
実

施
。
今
年
５

月
に
は
中
間

報
告
を
し
、

市
民
の
皆
さ

ん
か
ら
意
見

を
お
聞
き
し

ま
し
た
。
そ
し
て　

月　

日
に
、
こ
れ
ま

１０

２５

で
の
考
え
を
ま
と
め
た
答
申
を
教
育
委
員

会
に
対
し
て
示
し
ま
し
た
。
こ
の
答
申
の

概
要
に
つ
い
て
は
、
次
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

教
育
委
員
会
の
今
後
の
取
り
組
み

　

教
育
委
員
会
で
は
、
検
討
委
員
会
の
答

申
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
か
ら
全
市
的
に
、

地
区
ご
と
の
あ
る
べ
き
学
校
の
規
模
や
配

置
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
適

正
配
置
計
画
を　

年
度
を
め
ど
に
ま
と
め
、

２０

保
護
者
や
地
域
の
皆
さ
ん
に
対
し
て
、
適

正
配
置
の
必
要
性
を
説
明
し
理
解
を
求
め

て
い
き
ま
す
。

　

今
後
、
計
画
案
が
固
ま
り
次
第
、
本
誌

や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
説
明
会
な
ど
を
通

し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�
お
問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
部
学
校
教
育

課
適
正
配
置
担
当
�
�
４
１
１
１
内
線
５

３
３
、
�
�
６
６
０
８
へ
ど
う
ぞ
。

検
討
委
員
会
の
設
置

　

少
子
化
に
よ
る
児
童
生
徒
の
減
少
に
伴

い
、
全
国
的
に
小
・
中
学
校
の
小
規
模
化

が
進
ん
で
い
ま
す
。
特
に
小
樽
は
こ
の
傾

向
が
顕
著
で
あ
り
、
児
童
生
徒
の
社
会
性

を
は
ぐ
く
む
た
め
の
教
育
環
境
や
学
校
運

営
な
ど
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
生
じ
て

い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
解
決
の
た
め
、
教
育
委
員
会

で
は
平
成　

年
に
「
適
正
配
置
実
施
計
画

１６

案
」
を
策
定
。
小
学
校
４
校
の
廃
校
を
前

提
と
し
た
計
画
案
を
示
し
、
保
護
者
や
地

域
住
民
へ
理
解
を
求
め
ま
し
た
。
し
か
し

理
解
が
得
ら
れ
ず
、
堺
小
学
校
を
除
く
３

校
に
つ
い
て
は
、
総
合
的
な
判
断
に
よ
り

計
画
案
を
見
送
る
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
結
果
に
あ
っ
て
も
、
依
然

と
し
て
学
校
の
小
規
模
化
は
進
み
、
教
育

環
境
の
整
備
が
急
が
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
教
育
委
員
会
で
は
、
あ
ら
た
め
て
学
校

の
規
模
や
配
置
に
つ
い
て
全
市
的
な
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。
そ
し
て　
１８

年
７
月
、
学
識
経
験
者
、
教
育
関
係
者
、

児
童
生
徒
の
保
護
者
と
公
募
し
た
市
民
に

よ
る「
小
樽
市
立
学
校
の
規
模
・
配
置
の
在

り
方
検
討
委
員
会
」を
設
置
し
ま
し
た
。

検
討
委
員
会
の
答
申

　

検
討
委
員
会
で
は
、今
後
の
市
立
学
校
の

平成１９年１０月２５日、小樽市教育委員会が昨年７月に設置した「小樽市立学校の規模・

配置の在り方検討委員会」（委員長 秋山義昭小樽商科大学学長）から、今後の学

校のあり方について答申がありました。そこで、この概要をお知らせします。

豊かな教育環境を築くために豊かな教育環境を築くために
「小樽市立学校の規「小樽市立学校の規模・配置の在模・配置の在り方検討委員会」り方検討委員会」のの

答申を報告します答申を報告します

平成１９（２００７）年１２月　広報おたる　６

教育長へ答申を手渡す委員長

【検討委員会の答申】

�学校生活面において、好ましい人間関係を形成し社会性を

　身に着けるにはクラス替え可能な集団規模が必要である

�学習指導面において、指導方法の多様化と学習のより高

　め合う効果への期待から一定規模の確保は重要である

�学校運営面において、教員が共同で取り組める複数学級

　の意義を生かし、部活動や学習面など生徒児童の選択に

　応じられる教員の体制を確保する

�複式学級は、多様な教育活動に限界があることから解消

　を図る

�市立小・中学校の現状

　児童生徒数の推移は、右のグラフ①のとおりです。小学校児童数

は昭和３３年度、中学校生徒数は昭和３７年度を境に年々減少を続け、

それぞれピーク時の約５分の１まで減少しています。今後もこの傾

向はさらに進むものと予想されます。

　１校当たりの学級数（普通学級）は、小学校で下のグラフ②のと

おりです。現在と２０年前の昭和６３年度を比較すると、「１１学級以下」

と「１２学級以上」の割合が逆転し、２７校中１９校が「１１学級以下」となっ

ています。また、中学校（下のグラフ③を参照）においても、「９学級

以上」の学校数が激減し１４校中５校しかない状況です。

　１学級当たりの児童生徒数については、本年度で小学校平均は２７

人、中学校平均は３１人となっており、小学校・中学校ともに１学級

３０～３４人が最も多くなっています。

小・中学校とも、すべての学年でクラス替えが可能な

１２～１８学級（中学校では下限を９学級）が適当である。

　法令で定める適正な規模の条件を考慮し

ながら次の３点を原則とする

�児童生徒が疲労感を感じない程度の通学

　距離とする

�児童生徒の居住分布と将来の人口推計も

　念頭に置く

�通学時の環境として交通と防犯の安全を

　確保する

適正配置の方法は、小樽市では小規模校が

多いことから、通学区域調整のみでは望ま

しい学校規模の確保は難しく、学校統廃合

を軸とするのが妥当である。

�適正配置計画の進め方

�年少人口の居住分布、地形や地勢、生活圏などを考慮し、地区ごとに検討してバランスに配慮した学校配置が望ましい

�児童生徒数や学級数の将来推移、小規模化に伴う問題点などについて、保護者や地域住民に説明し、適正配置の必要性

　について理解を深めながら進めていくことが必要である

�全市的な見直しにより、検討する対象地域が広範にわたることから、一斉に実施することは現実的ではなく、関係者との

　十分な協議や改修などに伴う財政的な側面を考慮し、中期的な年次計画を策定して進める必要がある

現状を踏まえて

※答申の詳しい内容は、市ホームページ（アドレスは本市裏表紙に記載）でご覧になれます。

７　平成１９（２００７）年１２月　広報おたる

�望ましい学校規模 �望ましい学校配置の在り方

考
え
方
の
ポ
イ
ン
ト

考
え
方
の
ポ
イ
ン
ト

 � 1校当たりの学級数(小学校）

１２学級以上１１学級以下

８校

１９校

２３校

８校

４校

２１校

0
学 校 数

昭和６３年度

平成１９年度

平成２５年度
（見込み）

５ １０ １５ ２０ ２５ ３０

１４校

５校

４校

７校

0
学 校 数

昭和６３年度

平成１９年度

平成２５年度
（見込み）

３ ６ １２ １５ １８

７校

２校

３校

１校

５学級以下 ６～８学級 ９学級以上

� 1校当たりの学級数(中学校）

９

 �　児童生徒数の推移

昭和２８ 33 37 42 47 52 57 62 平成4 9 14 19 25年度

0

万人 生徒数（中学校）児童数（小学校）

２万９３６３人

１万５９９１人

５９９７人

３１９９人

※平成２０年度以降の児童
　生徒数は推計です
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